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新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の

変更（令和３年５月２１日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた

工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点

措置を実施すべき区域の変更（令和３年５月１４日）に伴う工事及び業務の対応につ

いて」（令和３年５月１６日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたと

ころです。 

このたび、令和３年５月２１日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」

という。）について、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、三重県、

愛媛県、熊本県、沖縄県の１０県から、同５月２２日をもって、愛媛県、沖縄県を除

いた８県に変更する公示がなされたところですが、令和３年５月１６日付け事務連絡

等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお願いします。 

特に、まん延防止等重点措置においては、重点措置区域である都道府県は、事業者

に対して、「職場への出勤等について、『出勤者数の 7割削減』を目指すことも含め接

触機会の低減に向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもローテ

ーション勤務等を更に徹底するよう働きかけること。特に、緊急事態措置の実施期間

においては、緊急事態措置区域等への出勤について、在宅勤務（テレワーク）の活用

や休暇取得の促進等により、出勤者数の減に努めるよう働きかけること。」とされて

おり、出勤者数の削減のための取組について都道府県へのご協力をお願いいたします。 

また、雇用調整助成金については、重点措置区域においては、４月末までと同水準

の支援を６月末まで行うこととされておりますので、改めて会員企業に周知徹底し、

必要な場合にはその積極的活用を促すようお願いいたします。 

なお、地方公共団体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の

感染防止対策等について要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜

しくお願いします。 



 

 また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更に伴う対応について、別添１

のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等あ

てに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 


